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霧島市個人情報保護条例（平成17年霧島市条例第11号）の一部を改正する条例 

改正後 改正前 

霧島市個人情報保護条例 霧島市個人情報保護条例

第１条 略 第１条 略 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの    

をいう。 

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に

照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）をいう。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的

記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式をいう。次号イにおいて同じ。）で作られる記録をいう。以下同

じ。）に記載され、若しくは記録され、又は、音声、動作その他の方法を用いて表

された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定

の個人を識別することができることとなるものを含む。）

イ 個人識別符号が含まれるもの

（新設） 

(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規

則で定めるものをいう。

ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、

番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当

てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方

式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは

購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載

され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受

ける者を識別することができるもの

（新設） 

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により

害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう

にその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報

をいう。

（新設） 
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(4) 実施機関 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。）、消防局長、教育委

員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員

会及び議会をいう。 

(2) 実施機関 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。）、消防局長、教育委

員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員

会及び議会をいう。 

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、

当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているも

のをいう。ただし、公文書（霧島市情報公開条例（平成17年霧島市条例第10号）第２

条第２項に規定する公文書をいう。以下同じ。）に記録されているものに限る。 

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、

当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているも

のをいう。ただし、公文書（霧島市情報公開条例（平成17年霧島市条例第10号）第２

条第２項に規定する公文書をいう。以下同じ。）に記録されているものに限る。 

(6) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人

情報の集合物であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人

情報を容易に検索することができる状態で公文書に記録されたものをいう。 

(4) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人

情報の集合物であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人

情報を容易に検索することができる状態で公文書に記録されたものをいう。 

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する

特定個人情報をいう。 

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する

特定個人情報をいう。 

(8) 情報提供等記録 保有特定個人情報のうち、番号法第23条第１項及び第２項（これ

らの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。）の規定により記録された特

定個人情報をいう。 

(6) 情報提供等記録 保有特定個人情報のうち、番号法第23条第１項及び第２項（これ

らの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。）の規定により記録された特

定個人情報をいう。 

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報で

あって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有し

ているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報で

あって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有し

ているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 

(10) 特定個人情報ファイル 番号法第２条第５項に規定する個人番号をその内容に含

む個人情報ファイルをいう。 

(8) 特定個人情報ファイル 番号法第２条第５項に規定する個人番号をその内容に含

む個人情報ファイルをいう。 

(11) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。 (9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

(12) 事業者 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情

報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人

等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）を除く。）又は事業を営む個人をいう。 

(10) 事業者 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情

報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人

等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）を除く。）又は事業を営む個人をいう。 

第３条から第５条まで 略 第３条から第５条まで 略 

（個人情報の収集の制限） （個人情報の収集の制限） 

第６条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目

的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によ

り収集しなければならない。 

第６条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目

的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によ

り収集しなければならない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。た ２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。た
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だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき。 (1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定に基づくとき。 (2) 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定に基づくとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。 (3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。 

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 (4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であっ

て、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であっ

て、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

(6) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。 (6) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、霧島市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、本人

から収集することにより、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ、又は

円滑な実施が困難になるおそれがあると認めるときその他本人以外の者から収集する

ことに相当の理由があると実施機関が認めて収集するとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、霧島市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、本人

から収集することにより、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ、又は

円滑な実施が困難になるおそれがあると認めるときその他本人以外の者から収集する

ことに相当の理由があると実施機関が認めて収集するとき。 

３ 実施機関は、要配慮個人情報                                                   

を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、

又は霧島市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、要配慮個人情報を取り扱う事務の

目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。 

３ 実施機関は、思想、信条、信教及び犯罪歴に関する個人情報並びに社会的差別の原因

となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくと

き、又は霧島市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報      を取り扱う事

務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。 

（利用目的の明示） （利用目的の明示） 

第７条 実施機関は、本人から直接書面（電磁的記録                                 

を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、

次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなら

ない。 

第７条 実施機関は、本人から直接書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録（第26条第１項及び第55条において「電

磁的記録」という。）を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、

次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなら

ない。 

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがあるとき。 

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがあるとき。 

(3) 利用目的を本人に明示することにより、市の機関、国の機関、独立行政法人等、他

の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとき。 

(3) 利用目的を本人に明示することにより、市の機関、国の機関、独立行政法人等、他

の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとき。 

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

第８条から第13条まで 略 第８条から第13条まで 略 

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルを使用するも

の（以下「個人情報取扱事務」という。）について、次に掲げる事項を記載した個人情

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルを使用するも

の（以下「個人情報取扱事務」という。）について、次に掲げる事項を記載した個人情
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報取扱事務登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。 報取扱事務登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。 

(1) 個人情報取扱事務の名称 (1) 個人情報取扱事務の名称 

(2) 個人情報取扱事務の目的及び根拠 (2) 個人情報取扱事務の目的及び根拠 

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称 (3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称 

(4) 個人情報の対象者の範囲 (4) 個人情報の対象者の範囲 

(5) 個人情報の記録項目 (5) 個人情報の記録項目 

(6) 個人情報の収集先及び収集方法 (6) 個人情報の収集先及び収集方法 

(7) 保有個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 （新設） 

(8) 第11条第２項の規定により、個人情報の利用又は提供を経常的に行う場合は、その

利用の範囲又は提供先 

(7) 第11条第２項の規定により、個人情報の利用又は提供を経常的に行う場合は、その

利用の範囲又は提供先 

(9) 前条のオンライン結合により個人情報を提供する場合は、その旨 (8) 前条のオンライン結合により個人情報を提供する場合は、その旨 

(10) その他実施機関が定める事項 (9) その他実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該

個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録し

た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該

個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録し

た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の

登録を抹消しなければならない。 

３ 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の

登録を抹消しなければならない。 

４ 実施機関は、前２項の規定による登録、変更又は抹消をしたときは、遅滞なく、その

旨を霧島市個人情報保護審議会に報告しなければならない。この場合において、霧島市

個人情報保護審議会は、当該事項について意見を述べることができる。 

４ 実施機関は、前２項の規定による登録、変更又は抹消をしたときは、遅滞なく、その

旨を霧島市個人情報保護審議会に報告しなければならない。この場合において、霧島市

個人情報保護審議会は、当該事項について意見を述べることができる。 

５ 前各項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。 ５ 前各項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。 

(1) 市の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給

与若しくは福利厚生等に関する事項又はこれらに準ずる事項（実施機関が行う職員の

採用試験に関する個人情報取扱事務を含む。）を取り扱うもの 

(1) 市の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給

与若しくは福利厚生等に関する事項又はこれらに準ずる事項（実施機関が行う職員の

採用試験に関する個人情報取扱事務を含む。）を取り扱うもの 

(2) 一般に入手し得る刊行物等に係る個人情報を取り扱う事務 (2) 一般に入手し得る刊行物等に係る個人情報を取り扱う事務 

(3) 前２号に掲げる事務のほか、実施機関の定める事務 (3) 前２号に掲げる事務のほか、実施機関の定める事務 

第15条及び第16条略 第15条及び第16条略 

（保有個人情報の開示義務） （保有個人情報の開示義務） 

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号

に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、

開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号

に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、

開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 
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(1) 開示請求者（第15条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場

合にあっては、当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに第25条第１項に

おいて同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

(1) 開示請求者（第15条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場

合にあっては、当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに第25条第１項に

おいて同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求

者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と   照合することに

より、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

若しくは個人識別符号が含まるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別すること

はできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害する

おそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求

者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することに

より、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

又は開示請求者以外の特定の個人を識別すること

はできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害する

おそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ること

が予定されている情報 

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ること

が予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認

められる情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認

められる情報 

ウ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報

であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る

部分 

ウ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報

であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る

部分 

(3) 法人その他の団体（以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開

示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。

ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である

と認められる情報を除く。 

(3) 法人その他の団体（以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開

示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。

ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である

と認められる情報を除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認め

られるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認め

られるもの 

(4) 法令等の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の

機関の指示により、開示することができない情報 

(4) 法令等の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の

機関の指示により、開示することができない情報 

(5) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査

その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報 

(5) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査

その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報 

(6) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の

内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することに

(6) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の

内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することに
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より、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当

に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不

利益を及ぼすおそれがあるもの 

より、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当

に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不

利益を及ぼすおそれがあるもの 

(7) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人が

行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれそ

の他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるもの 

(7) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人が

行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれそ

の他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しく

はその発見を困難にするおそれ 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しく

はその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共

団体及び地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する

おそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共

団体及び地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する

おそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地

方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地

方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

カ 個人に対する評価、診断、選考、指導等に係る事務に関し、当該事務の実施の目

的が損なわれ、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障を及ぼすおそれ 

カ 個人に対する評価、診断、選考、指導等に係る事務に関し、当該事務の実施の目

的が損なわれ、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障を及ぼすおそれ 

（部分開示） （部分開示） 

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合にお

いて、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求

者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を

除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合にお

いて、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求

者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を

除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識

別することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏

名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる

記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人

の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同

号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識

別することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏

名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる

記述等 の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人

の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同

号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

第19条以後 略 第19条以後 略 
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